
第 10回議会改革検討特別委員会 

 

日時：平成 26年 4月 24日（木）午後 1時 30分～ 

 

場所：市議会委員会室 

 

○ 議会運営に関する次の事項について、実施の是非及び実施時期等の協議・

検討を行いました。 

 

１）議員改選後の一般質問対面方式の採用について 

市民の皆さんに分かり易い議会運営とするため、平成２７年２月市議会

議員改選後、平成２７年６月定例会には質問席を設け、質問する側、され

る側が対面して行う方法を導入することとしました。 

 

２）議会傍聴の見直しについて 

さらに開かれた議会を目指すため、平成２６年６月定例会より議会傍聴

の手続き等を簡素化しますが、議事がスムーズに進行できるよう、傍聴す

る際のルールを取り決めしました。 

   

３）一般質問の通告表の見直しについて 

市民の方がわかりやすくするため、通告表に議席番号や会派名等を追加

し、平成２６年６月定例会から傍聴する方へ配布することとしました。 


